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新ＪＡＳＤＡＱ開設後のジャスダック取引参加者の取引参加者料金について（案） 

平 成 22 年 ７ 月 27 日 

株式会社大阪証券取引所 

項  目 内  容 備  考 

Ⅰ 趣旨 ・現在，ジャスダック取引参加者の取引参加者料金は，本年４月に合併したジャスダ

ック証券取引所の料金体系を踏襲していますが，本年 10 月に予定している新ＪＡＳ

ＤＡＱの開設に際し，ジャスダック証券取引所との統合効果等を踏まえ，料金体系の

一部を見直すこととします。 

・また，市場統合にあわせてリクイディティ・プロバイダー（以下「ＬＰ」といいま

す。）制度を見直すことに伴い，ＬＰへのインセンティブも見直すこととします。 

 

・合併に先立ち，ジャ

スダック証券取引所

において，平成 21 年 9

月に取引参加者料金

の一部である「売買シ

ステム施設利用料」を

廃止し，今回の見直し

に先行して，統合効果

を取引参加者料金に

還元しました。 

・ＬＰ制度は，ＪＡＳ

ＤＡＱにおける流動

性向上のための制度

です。 

Ⅱ 改正概要 

１ 取引参加者料

金－取引手数料

に係る体系の見

直し 

 

①新ＪＡＳＤＡＱに上場する銘柄の立会取引 

・現在の体系において，現在の標準料率「万分の 2.400」を，現行の８／10 となる「万

分の 1.920」とします。 

・月間売買代金５億円以下の部分については，現行の適用料率「0」を継続します。 

 

・立会取引には，業務

規程第４章に規定す

る売買立会による売

買以外の売買（立会外

分売等）を含みます。 

・現在，自己株式取得
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項  目 内  容 備  考 

 
 

 月間売買代金  現行料率 新料率  

   5 億円以下 の金額につき 0.0 0.0  

  5 億円超 100 億円以下 の金額につき 万分の 2.160 万分の 1.728 （標準料率×0.9）

100 億円超 1000億円以下 の金額につき 万分の 2.400 万分の 1.920 （標準料率） 

1000 億円超 1500億円以下 の金額につき 万分の 1.920 万分の 1.536 （標準料率×0.8）

1500 億円超  の金額につき 万分の 1.680 万分の 1.344 （標準料率×0.7）

取引及び終値取引の

売買代金は立会取引

の売買代金に合算し

て，左表を適用してい

ますが，新ＪＡＳＤＡ

Ｑの取引手数料体系

では，今回の改正によ

り，当該取引の売買代

金は立会取引の売買

代金に合算しないこ

ととします。 

 ②新ＪＡＳＤＡＱに上場する銘柄のＪ－ＮＥＴ取引 

・現在の立会外取引市場の取引は，新ＪＡＳＤＡＱの開設に際して，Ｊ－ＮＥＴ市場

において行うこととなりますが，この取引に係る手数料は，取引活性化の観点から，

取引手法によらず，月間売買代金の「万分の 0.027」とし，さらに，定額料金制（月

額 10 万円）を新設することとします。 
 

取引手法 現行料率 新料率 現行比 

自己株式取得取引 立会取引に含めて課金 

（標準料率：万分の 2.400）

万分の 0.027 

 1/100 
終値取引 

単一銘柄取引 万分の 0.500  5/100 

バスケット取引 万分の 0.050 54/100 
 

・左表の「現行料率」

は，現在の立会外取引

市場において適用し

ている料率をいいま

す。 

・定額料金制を選択し

た場合，４月から１年

単位での適用になり

ます。 
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項  目 内  容 備  考 

２ ＬＰへのイン

センティブの見直

し 

 

・ＬＰの指定を受けた銘柄の立会取引において，ＬＰ注文が約定した場合に，以下の

額をインセンティブとしてＬＰに支払うものとします（高流動性銘柄を除く。）。なお，

インセンティブの対象は，平成 22 年 2 月に公表しました「ＪＡＳＤＡＱ・ヘラクレ

スの市場統合に伴う諸制度の整備について（案）」に記載のとおり，ザラバにおける

ＬＰ注文による約定のうちＬＰが約定の相手方よりも先にＬＰ注文を出していた場

合の約定から，ＬＰ注文による約定すべてに拡大します。 
 

現行 変更後 

インセンティブ 条件 インセンティブ 
実質手数料 

（新料率） 

当該月の対象とな

る取引の取引手数

料の 90％相当額を

割り引き，さらに

50％相当額を還元 

ＬＰ注文（新規注文）件数

が月間累計で５万件以上の

場合 

当該月の対象となる

取引の取引手数料の

90％相当額を還元 

万分の 0.192 

ＬＰ注文（新規注文）件数

が月間累計で５万件未満の

場合 

当該月の対象となる

取引の取引手数料の

20％相当額を還元 

万分の 1.536 

〔参考〕ＬＰ注文以外の売買 万分の 1.920 

・インセンティブの変更後も，ＬＰの義務は，現行のとおり（毎営業日において，流

動性を向上させるため，売買立会におけるＬＰ銘柄の注文状況等に応じて，売り若し

くは買いの一方又は双方の注文を適切に発注すること）とします。 

 

・「高流動性銘柄」とは，

現行同様，上期（１月

～６月）と下期（７月

～12 月）のそれぞれに

ついて，合計売買代金

の上位 10 銘柄をいい

ます。 

・「ＬＰ注文」とは，Ｌ

Ｐが，ＬＰの指定を受

けた銘柄において，立

会時間中に発注する

自己注文（立会時間前

に発注し寄付き時点

で 有 効 な 注 文 を 含

む。）をいいます。 
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項  目 内  容 備  考 

３ その他 ・その他所要の改正を行います。  

Ⅲ 実施時期等 ・新ＪＡＳＤＡＱを開設する平成 22 年 10 月 12 日から実施します。 

・平成 22 年 10 月の取引参加料金は，施行日前後それぞれで日割り計算を行います。 

・新ＪＡＳＤＡＱの開

設日が変更となった

場合には，本件見直し

の実施時期も合わせ

て変更するものとし

ます。 

以  上 


